
19 広報きゃんせ長浜　2007年６月 広報きゃんせ長浜　2007年６月 18

健康、国保人権、環境

「
学
び
」
の
ス
ス
メ

ち
ょ
っ
と
楽
し
い
人
権
学
習
会
の

ご
紹
介
の
第
３
弾
。

今
回
は
、
地
域
の
人
た
ち
と
ワ
イ

ワ
イ
楽
し
み
な
が
ら
で
き
る
学
び
を

ご
紹
介
し
ま
す
。

「
ク
イ
ズ
」
の
ス
ス
メ

「
さ
あ
、
問
題
で
す
！
」
の
声
に
、

「
何
？
。
何
か
な
？
」
と
す
ぐ
に
反
応

し
て
し
ま
う
人
や
、
ク
イ
ズ
番
組
に

釘
付
け
の
人
な
ど
お
ら
れ
ま
す
よ
ね
。

ク
イ
ズ
に
は
思
わ
ず
夢
中
に
な
っ
て

し
ま
う
力
が
あ
る
よ
う
で
す
。

そ
ん
な
ク
イ
ズ
を
と
お
し
て
、
人

権
の
大
切
さ
に
「
気
づ
き
」「
考
え
る
」

こ
と
が
で
き
れ
ば
と
、「
人
権
ク
イ
ズ
」

を
作
成
し
ま
し
た
。

「
人
権
ク
イ
ズ
」
は
全
７
問
。
ス

タ
ン
プ
ラ
リ
ー
の
チ
ェ
ッ
ク
ポ
イ
ン

ト
や
、
夏
祭
り
の
イ
ベ
ン
ト
に
使
っ

た
り
と
、
い
ろ
い
ろ
な
場
面
で
利
用

で
き
ま
す
。

子
ど
も
た
ち
だ
け
で
な
く
、
大
人

や
高
齢
者
な
ど
世
代
を
超
え
て
、
い

っ
し
ょ
に
楽
し
み
、
い
っ
し
ょ
に
学

べ
る
方
法
で
す
。
一
度
ご
覧
に
な
っ

て
み
て
く
だ
さ
い
。

今月の人権

地
域
に
お
け
る

人
権
学
習

自治会の夏祭りでの１コマ
人権クイズのコーナーで
クイズに挑戦する子どもたちと町の人々

自
治
会
や
子
育
て
サ
ー
ク
ル
、
高
齢

者
サ
ロ
ン
活
動
な
ど
で
ご
活
用
く
だ

さ
い
。

お
問
合
せ
は
、
市
人
権
施
策
推
進
課

(

7
X
６
５
６
０
FAX
X
６
０
１
３)

へ
。

ご応募、お問合せは、湖北広域行政事務センタ
ー業務課リサイクル推進室へ。
〒526-0021 八幡中山町200番地
7U７１４３　FAXX０２４５
E-mail:gyoumu@kohoku-kouiki.jp

短縮ダイヤル　♯８０００
または　7０７７－５２４－７８５６

お問合せは、市税務課7X６５０８、浅井支所市民福祉課
7a４３５２、びわ支所市民福祉課7_５２５３へ。

お問合せは、我が家の環境大臣全国
事務局(℡03-5114-1251)または
市環境保全課(℡65６５１３)へ。

■応募資格 ①湖北広域管内(長浜市、米原市、虎
姫町、湖北町、高月町)にお住まいの18歳以上の
人で、ごみ減量化・再資源化に関心があり、全４
回程度の検討会議(原則平日開催)に出席できる人
②公職にある人および常勤の公務員以外の人
■募集人数 ５人程度(選考委員による選考)
■任　　期 委嘱の日から平成20年３月末まで
■応募方法 住所・氏名・年齢・性別・電話番号
を記入のうえ、ごみ指定袋制度に関する意見・提
案等を400字以内にまとめて、郵便、FAX、メー
ルのいずれかの方法で提出をお願いします。
■応募締切 ６月22日(金)必着

■エコファミリーに登録すると・・・
①環境大臣からファミリー名の入った任
命証が発行されます。

②ウェブ上に我が家のページを作成する
ことができ、環境家計簿やゲーム感覚
で取り組めるコンテンツでエコライフ
をチェックできます。

③全国のエコファミリーとのアイデア交
換やエコライフに関する様々な情報を
得ることができます。

詳しくは、エコファミリーウェブサイト
http://www.eco-family.go.jp/まで。

[環境省 我が家の環境大臣事業]
楽しみながら「地球にやさしい暮ら
し」に取り組みましょう。
環境にやさしい生活をすることを宣言する
家族を「エコファミリー」、そのリーダー
を「我が家の環境大臣」とし、インターネ
ットで登録(無料)を受付けています。

ごみ問題について一緒に考えましょう

ごみ指定袋制度
検討委員会委員募集

湖北広域行政事務センターでは、ごみ排出量に
応じた費用負担の公平性およびごみ減量化・再資
源化をみなさんと検討していくため、検討委員会
の委員を募集しています。

「
我
が
家
の
環
境
大
臣
」
エ
コ
フ
ァ
ミ
リ
ー
募
集

エ
コ
フ
ァ
ミ
リ
ー
に
な
っ
て
、
コ
コ
チ
よ
い
く
ら
し
で
気
持
ち
豊
か
に

近
年
、
湖
北
地
域
で
は
、
夜
間
や

休
日
に
病
院
で
救
急
受
診
さ
れ
る
患

者
が
急
増
し
、
待
ち
時
間
が
非
常
に

長
く
な
っ
て
き
て
い
ま
す
。

救
急
病
院
は
、
本
来
救
急
患
者
の
た

め
の
も
の
で
あ
り
、
休
日
や
夜
間
な
ど

に
発
症
し
た
病
気
や
ケ
ガ
、
ま
た
は
急

激
に
病
気
の
症
状
が
悪
化
し
た
場
合
な

ど
に
ご
利
用
い
た
だ
く
も
の
で
す
。

こ
う
し
た
ケ
ー
ス
以
外
は
、
な
る

べ
く
通
常
診
療
時
間
帯
に
受
診
し
、

早
期
治
療
を
心
が
け
る
と
と
も
に
、

家
族
の
健
康
状
態
に
つ
い
て
、
い
つ

で
も
相
談
で
き
る
ホ
ー
ム
ド
ク
タ
ー

(

か
か
り
つ
け
の
医
師)

を
持
た
れ
る
こ

と
を
お
す
す
め
し
ま
す
。

ま
た
、
救
急
診
療
は
、
通
常
の
診

療
と
は
異
な
り
、
あ
く
ま
で
応
急
的

な
医
療
行
為
に
限
ら
れ
ま
す
。
薬
も

１
日
分
程
度
し
か
処
方
さ
れ
ま
せ
ん
。

後
日
、
か
か
り
つ
け
医
な
ど
適
切
な

医
療
機
関
で
、
あ
ら
た
め
て
受
診
す

る
必
要
が
あ
り
ま
す
の
で
ご
理
解
く

だ
さ
い
。

■小児救急電話相談
休日夜間、お子さまのケガや急病で、病院に行った方が

よいか判断に迷ったとき、小児科医師がアドバイスします。
【相談日時】土曜日、日曜日、祝日および

年末年始(12月29日～1月3日)
午後６時～午後11時

【対 象 者】県内にお住まいの15歳以下のお子さんとその家族など

平成19年度の国保料については、６月中旬に各世帯に
通知書を送ります。今年度、保険料率は昨年度と同じです
が、医療分の賦課限度額のみが53万円から56万円となり
ましたのでご理解ください。また、今後も、健全な国民健
康保険事業の運営を図るため、納期限内の納付にご協力い
ただきますようお願いします。

急な病気やケガでお困りのときは！

国民健康保険加入者のみなさんへ

６月から診療機関の小児科医の当番日が、下記のように変更されましたのでお知らせします。

■休日(土日、祝日等)の昼夜間と、平日夜間の小児救急診療当番表

※平日(月～金曜日)が祝日等となるときは、昼間も当番病院が担当します。
※受診される場合は、健康保険証を忘れずにご持参ください。
緊急時以外は、通常の診療時間に受診されますよう、ご協力ください。

市立長浜病院
長浜市大戌亥町313

℡68２３００

曜　日

昼　間

夜　間

日

☆

□

月

●

火

□

水

●

木

□

金

□

土

●

●

（通　常　診　療）

長浜赤十字病院
長浜市宮前町14-7

℡63２１１１

曜　日

昼　間

夜　間

日

●

●

月

△

火

●

水

△

木

●

金

●

土

○

△

（通　常　診　療）

湖北総合病院
木之本町黒田1221

℡82３３１５

曜　日

昼　間

夜　間

日

休
診

月 火 水 木 金 土

（通常診療） （通 常 診 療）

－表の見かた－

●：小児科医が当直診療をします。

次の時間帯で小児科医が待機し診
療をします。
○：午前８時30分～午後５時10分
☆：午前８時30分～正午
△：午後５時10分～午後９時
□：午後５時15分～午後９時

休
日
・
夜
間
に
救
急
受
診
さ
れ
る
み
な
さ
ま
へ

休
診

お問合せは、市健康推進課（7X７７７９）へ。


	名称未設定

